日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞細則

（趣旨）
この細則は、日本体育大学同窓会表彰規程第３条第１項第２号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第１条　この賞は競技スポーツの分野において、顕著な成績を挙げた者及び優秀な選手を育成した指導者に対して、「日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞」を授与し、その功績をたたえるとともに､日本体育大学の更なる発展に資することを目的とする｡

（顕彰対象者）
第２条　日本体育大学同窓会スポーツ奨励賞は、オリンピック競技大会及び世界選手権大会、ユニバーシアード大会、アジア大会で優秀な成績を収めた者及び指導者、また、国内の大会において特に顕著な成績を挙げた者及び指導者に対して顕彰する。
(1)国際大会における優秀な成績とは、オリンピック競技大会、世界選手権大会で３位以内、ユニバーシアード大会・アジア大会は優勝とする。
(2)国内の大会における顕著な成績とは、全日本選手権大会、国民体育大会、全日本学生選手権大会の選手・監督、全国高等学校総合体育大会・全国中学校体育大会においては監督として、同一大会において３連覇を基準とする。
(3)上記(1)及び(2)及び国内外の大会を通じて優秀な成績を収めた選手を複数育成した指導者とする。
２　日本体育大学卒業生及び在学生で１項の要件を満たす個人及び団体とする。

（受賞候補者の推薦）
第３条　受賞候補者の推薦は、各支部会長及び本会の会長が毎年３月末日までに受賞候補者調書（別掲）を本会の事務局に提出する。

（受賞者の決定）
第４条　受賞者は選考委員会の審査を経て役員会で決定する｡

（顕彰）
第５条　顕彰は､同窓会会長からオリンピックメダリストに賞状並びに奨励金を授与し、金額は次の通りとする。
	金メダル
	30万円

	銀メダル
	20万円

	銅メダル
	10万円


２　オリンピック以外の大会については、賞状並びに記念品を贈る。
３　複数受賞の場合には上位の奨励金とする。

（雑則）
第６条　この規程に定めるものほか実施に関し必要な事項は､会長が定める。

[bookmark: _GoBack]（改廃）
第７条　この規程の改廃は、役員会の議を経て代議員会へ報告する。

附則
この規程は､平成15年12月25日から施行する。
附則
この規程は､平成17年2月6日から施行する。
附則
この規程は､平成19年10月14日から施行する。
附則
この規程は､平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は令和２年４月１日から施行する。
附則
この規程は､令和６年１１月２日から施行する。
